
令和８年度佐賀県受動喫煙に関するコール
センター及び普及啓発・改善依頼等業務委託

事前説明会

【オンライン出席の皆さま】

以下の状態でご参加をお願いします。
◎カメラON
◎マイクOFF（質疑応答時を除く）

令和8年３月３日
佐賀県 健康福祉政策課



１.開会

２.事業内容等説明

●「健康増進法の一部を改正する法律」について

●これまでの背景・目的

●スケジュール

３.質疑応答

令和８年度佐賀県受動喫煙に関するコールセンター及び
普及啓発・改善依頼等業務委託に係る事前説明会
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「健康増進法の一部を改正する
法律」について
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「健康増進法の一部を改正する法律」とは
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2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律（以下、「改正法」）が全面施行されました。
改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子ども、患者の皆さん
に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止すると
ともに、管理権原者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより、多くの人が利
用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。

出典：なくそう！望まない受動喫煙。マナーからルールへ（厚生労働省HP）
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出典：なくそう！望まない受動喫煙。マナーからルールへ（厚生労働省HP）



6出典：なくそう！望まない受動喫煙。マナーからルールへ（厚生労働省HP）



これまでの背景・目的
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これまでの背景及び問題点
【これまでの背景】
・令和2年の改正法の施行と、新型コロナウイルス流行が重なり、法律の十分
な普及啓発が難しい状況であった。
・法制度が複雑で、県民・施設管理者の双方で理解が十分に浸透していない。

【問題点】
・受動喫煙への県民意識の高まりにより、苦情・相談が法改正以前より増加。
・加熱式たばこに関する認識不足があり、現場対応で混乱が生じやすい。
・迅速な事実確認と改善指導を求められる一方、現場との意見の乖離に時間
を要するケースがある。
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このことから、迅速に対応していただける業者様に業務委託をお願いしたい



主な業務について
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【業務は大きく３つの柱】

① コールセンター（週10件程度）
・改正法や受動喫煙問題に対する問い合わせ／苦情・義務違反の通報受付
・内容整理 → 管轄の保健福祉事務所に報告 → 必要に応じ改善依頼へ

② 改正法の啓発、改善の助言・指導のための訪問（週5件程度の
訪問）
・当日or翌開庁日に施設等に電話し、内容によって訪問 （事実確認、法の周知、改善依頼）
・現地訪問による事実確認（2名体制）→ 対面説明・周知啓発 → 改善状態の確認
→改善の見込みなしor苦慮案件は保健福祉事務所へ相談

③ 周知啓発（SNS発信＋啓発チラシ配布）
・Instagram/Xで週1回以上の情報発信 （SNS広告）
・飲食店や遊技場等への法律周知啓発等のチラシ配布



健康福祉政策課

受動喫煙対策の事務フロー

コール
センター

①改正法に係る問い合わせ対応

①問合せ ③報告・県民
・管理権原者 ②回答

保健福祉
事務所

②受動喫煙の苦情・義務違反の通報の受付

①苦情・通報 コール
センター

②内容確認
③報告 ④法の周知依頼 受動喫煙防止普及

啓発・改善依頼
委託業者

＊電話による依頼→その後、訪問確認し、改善が認められない場合は再度改善依頼→訪問確認し改善が認められない場合は再度改善依頼→訪問確認し、改善がない場合は
保健福祉事務所へ助言依頼

⑧指導・助言・勧告・命令

⑩公表・過料

（⑥で改善なしの報告があった場合）

⑨公表・過料依頼
(⑧で改善ない場合）

（改善あれば終了）

義務違反のあった
・県民
・管理権原者

保健福祉
事務所

⑦指導・助言依頼

・県民
・管理権原者

⑥報告

⑤法の周知（＊）
周知後の結果を
保健福祉事務所へ報告

（改善あれば終了）

健康福祉政策課



スケジュール
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今後のスケジュール

３月 ３日（火） 事前説明会

３月 ５日（木） 質問書提出期限

３月 ９日（月） 質問書に対する回答

３月１０日（火） 参加資格確認申請書提出期限

３月１７日（火） 参加資格確認通知

３月２４日（火） 提案書提出期限

３月３０日（月） プレゼンテーション・審査会

４月 ６日（月） 提案者決定通知

各提出書類は
締切日の17時までに

ご提出ください。

プレゼンテーション
説明10分
質疑10分
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業者決定後のスケジュール
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～4月上旬

契約締結 委託業務につい
て県と意見交換

事業の実施

4月中旬 5月～3月

・月次定例打合せ
（オンラインで実施）

・健康福祉政策課及
び保健福祉事務所
担当との実際の業務
注意点の意見交換

・できるだけ迅速に
契約締結


